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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人光産業技術振興協会（OITDA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，OSTA（Optical Storage Technology Association）による団体規

格 Universal Disk Format Specification Revision 1.50:1997 を基に作成した工業標準原案を具して日本工業規

格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規

格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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1 一般 

1.0A 適用範囲 

この規格は，JIS X 0607 規格類（JIS X 0607:2001，ISO/IEC 13346-2，ISO/IEC 13346-3，ISO/IEC 13346-4

及び ISO/IEC 13346-5）の部分集合として，UDF 1.50 を規定する。データ交換を最大限にすること，並び

に JIS X 0607 規格類を実施するためのコスト及び複雑さを最小限にすることを，その主な目的とする。 

注記 1 この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応団体規格にはない事項である。 

注記 2 この規格では，JIS X 0607 規格類に含まれる JIS X 0607:2001 を第 1 部，ISO/IEC 13346-2 を

第 2 部，ISO/IEC 13346-3 を第 3 部，ISO/IEC 13346-4 を第 4 部，ISO/IEC 13346-5 を第 5 部

と呼ぶ。 

この目的を達成するために，範囲を定義する。範囲は，JIS X 0607 規格類の使用上の規則及び制約を定

義する。ここで定義する範囲を，UDF の適合範囲（UDF Compliant domain）とする。 

この規格は，JIS X 0607 規格類の構造 X が与えられたとき，その構造 X の各欄について，指定されたオ

ペレーティングシステム（OS）に関する次の課題を解決する。 

a) その欄を読み出す OS が，その欄中のデータを利用可能である場合，その OS の何に対して，その欄

は対応しなければならないか。 

b) その欄を読み出す OS が，その欄中のデータを制限付きで利用可能である場合，その OS において，

その欄をどのように解釈しなければならないか。 

c) その欄を読み出す OS が，その欄中のデータを利用可能でない場合，その OS において，その欄をど

のように解釈しなければならないか。 

d) その欄を書き込む OS が，その欄中のデータを利用可能である場合，その OS における何を，その欄

へ対応させなければならないか。 

e) その欄を書き込む OS が，その欄中のデータを利用可能でない場合，その OS において，その欄をど

のように解釈しなければならないか。 

JIS X 0607 規格類の構造の幾つかに関しては，これらの課題への回答は自明なため，その構造は，ここ

には含めない。 

JIS X 0607 規格類を明確にするための補足として，各構造に関する付加情報を提供することがある。 

この規格は，JIS X 0607 規格類を実装する作業をより容易にする。 

注記 3 この規格では，附属書 JA に示す商標又は登録商標を使用しているが，商標を示す記号™又は

登録商標を示す記号®は表記していない。 

1.1 構成 

この規格は，JIS X 0607 規格類が規定する構造の扱いについての情報を与える。 


